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一般財団法人地方競馬共済会会員規程 

 

昭和４５年 ８月１８日制定 

改正 昭和４６年 ３月１６日４６地競共第  ３５号 

昭和４９年１１月 ６日４９地競共第 ３１３号 

昭和５２年 ３月２３日５１地競共第 ３５６号 

昭和５４年１１月１３日５４地競共第 １９８号 

昭和５５年 ３月１８日５４地競共第 ３１７号 

昭和５５年 ６月１１日５５地競共第  ５９号 

昭和５７年 ３月１２日５６地競共第 ２９８号 

昭和５９年 ５月３０日５９地競共第  ５０号 

昭和６１年 ３月 ６日６０地競共第 ３１４号 

昭和６３年 ４月 １日６３地競共第   １号 

昭和６３年１１月２５日６３地競共第 ２６３号 

平成 ３年 ３月 １日 ２地競共第 ９２１号 

平成 ４年 ３月 ６日 ３地競共第 ８７０号 

平成 ７年 ３月２０日 ６地競共第１０３３号 

平成 ８年 ３月２１日 ７地競共第１０８５号 

平成１１年 ３月１２日１０地競共第 ９８１号 

平成１７年 ３月１７日１６地競共第 ８１７号 

平成１９年 ３月２２日１８地競共第 ６５０号 

平成２４年 ３月３１日２３地競共第 ７８０号 

令和 ２年 ３月１０日 元地競共第 ５３２号 

令和 ８年 ３月３１日 ７地競共第 ６２４号 

 

（総則） 

第１条 一般財団法人地方競馬共済会定款第６条第２項第４号及び第５号に掲

げる事項については、この規程の定めるところによる。 

（資格要件） 

第２条 次に掲げる者でなければ、一般財団法人地方競馬共済会（以下「共済

会」という。）の会員となることができない。 

（１）地方競馬全国協会の調教師、調教師補佐及び騎手の免許を受けている者

（外国において馬の調教又は騎乗に関し免許を受けている者に係る臨時試

験に合格し免許を受けている者を除く。） 
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（２）厩務員の設置について認定を行う者（以下「認定者」という。）の定め

る厩務員設置認定要綱（以下「要綱」という。）に基づいて厩務員認定（仮

認定を除く。）を受けている者（以下「厩務員」という。） 

第２条の２ 共済会の会員となろうとする者は、６５歳未満の者でなければな

らない。 

（加入手続） 

第３条 共済会の会員となろうとする者は、様式第１号の入会申請書を理事長

に提出しなければならない。 

（資格の発効） 

第４条 理事長は、第３条の申請書に記載された事項が真実であると認めたと

きは、すみやかに会員として承認し、様式第２号の会員証を申請者に交付し

なければならない。 

（資格の喪失） 

第５条 会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を失う。 

（１）死亡したとき。 

（２）脱会の申し出が受理されたとき。 

（３）免許若しくは認定が取り消され、又は免許若しくは認定の効力が失われ

たとき。（会員が第３項第６号に該当したときを除く。） 

２ 前項第３号の規定は、会員が免許若しくは認定が取り消され、又は免許若

しくは認定の効力が失われた日から１ヵ月以内に認定の申請をした場合にお

いて、該当免許若しくは認定が取り消され、又は免許若しくは認定の効力が

失われた日から６ヵ月以内に認定を受けることが明らかなときは適用しない。

ただし、認定を受けないことが明らかになったときは、前項第３号の規定を

適用する。 

３ 理事長は、会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その会員の資

格を取り消す。 

（１）虚偽若しくは不正の事実に基づいて会員となり、又は虚偽若しくは不正

の事実に基づいて一般財団法人地方競馬共済会給付規程（以下「給付規程」

という。）若しくは一般財団法人地方競馬共済会特別給付規程（以下「特

別給付規程」という。）に基づく給付を受けたことが判明したとき。 

（２）正当な理由がないのに会費を４ヵ月以上納入しなかったとき。 

（３）第５条の２に該当する会員にあっては、正当な理由がないのに会費を納

入しなかったとき。 

（４）会員証を偽造し、変造し、又は不正に行使したとき。 

（５）所属競馬場等の変更の届出を怠り又は給付に関する調査を拒否する等会

員としての義務を履行しなかったとき。 
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（６）会員資格を取り消すことが適当であると理事会において決議され、評議

員の３分の２以上に認められたとき。 

 

（競馬の廃止に伴う資格の喪失） 

第５条の２ 競馬を廃止した競馬場に所属する会員（当該競馬場以外の競馬場

に新たに所属した者を除く。）にあっては、廃止する前の当該競馬場の最終

開催に属する月に３ヵ月を加えた月の末日をもって会員資格を失うものとす

る。（会員が第５条第１項各号に該当したときを除く。） 

（資格喪失の時期） 

第６条 会員が第５条第１項第１号に該当する場合にあっては、死亡の日、同

項第２号に該当する場合にあっては、理事長が脱会の申請書を受理した日、

同項第３号及び同条第２項のただし書きに該当する場合にあっては、免許若

しくは認定が取り消され、又は免許若しくは認定の効力が失われた日、同条

第３項の第２号を除く各号の一に該当する場合にあっては、資格取消しの日、

同項第２号に該当する場合にあっては、免許若しくは認定が取り消され、又

は免許若しくは認定の効力が失われた日、又は会費を４ヵ月納入しなかった

月の末日のいずれか早い日、第５条の２に該当する場合にあっては、廃止す 

る前の当該競馬揚の最終開催に属する月に３ヵ月を加えた月の末日を、それぞ

れの会員の資格を喪失した日とする。 

（会員又はその遺族の権利） 

第７条 会員又はその遺族は、給付規程に定める給付を受けることができる。 

２ 前項に定めるもののほか、騎手である会員又はその遺族は、特別給付規程

に定めるところにより特別の給付（以下「特別給付」という。）を受けるこ

とができる。 

３ 会員は、会員の資格について異議のあるときは、別に定める不服審査会に

審査を請求することができる。 

（会員の義務） 

第８条 会員は、月額3,000円の会費を毎月20日までに共済会に納入しなければ

ならない。 

２ 前項に定めるもののほか、騎手である会員は、特別給付規程に定めるとこ

ろにより、特別会費を納入しなければならない。ただし、特別給付の受給を

希望しない騎手である会員にあっては、この限りではない。 

３ 会員は、この規程及び給付規程に定める報告、届出、給付に関する共済会

の指示、調査等に協力しなければならない。 

４ 会員は、入会申請書の記載事項に変更があった場合は、様式第３号の入会

申請書記載事項変更届書を理事長に提出しなければならない。 
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５ 会員は、第５条第１項第２号の脱会の申出をするときは、様式第４号の脱

会申請書を理事長に提出しなければならない。 

附 則 

この規程は、昭和45年８月18日から実施し、昭和45年10月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、昭和46年３月16日から実施し、昭和46年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、昭和50年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この規程は、昭和52年４月１日から適用する。 

２ この規程適用の際現に会員となっている者は、この規程による会員とみな

す。ただし、改正前の厩務員のうち認定を受けられなかった者は、この限り 

でない。 

３ 要綱が制定されていない競馬場に所属する改正前の厩務員にあっては要

綱が制定されるまでの間はなお従前の規程による。 

附 則 

この規程は、昭和55年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、昭和55年６月１１日から適用する。 

附 則 

この規程は、昭和57年６月１日から適用する。 

附 則 

１ この規程は、昭和59年５月30日から実施する。 

２ この規程実施の際現に地方競馬教養センターの入所を許可されている騎

手候補生であって会員であるものに係る会員資格の取扱については、なお従

前の例による。 

３ 第40期、第41期、第42期及び第43期長期騎手候補生又は第16期短期騎手候

補生（前項に該当する騎手候補生を除く。）が会員となった場合には、その

者が騎手候補生の身分を有する限り、会員となった日の属する月を除き、会

費を徴収しない。 

附 則 

この規程は、昭和61年７月31日から実施する。 

附 則 

１ この規程は、昭和63年４月１日から実施する。 

２ この規程改正の際現に実施されている改正前の様式による届出書は、改正

後の様式による届出書により提出されたものとみなす。 
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附 則 

１ この規程は、平成元年４月１日から実施する。 

２ この規程改正の際現に提出されている改正前の様式による申請書、届出書

は、改正後の様式による申請書、届出書により提出されたものとみなす。 

３ この規程改正の際現に交付されている会員証は、改正後の様式による会員

証とみなす。 

附 則 

この規程は、平成３年６月３日から実施する。 

附 則 

この規程は、平成４年４月１日から実施する。 

附 則 

この規程は、平成７年４月１日から実施する。 

附 則 

この規程は、平成８年４月１日から実施する。 

附 則 

この規程は、平成11年４月１日から実施する。 

附 則 

この規程は、平成17年４月１日から実施する。 

附 則 

この規程は、平成19年４月１日から実施する。 

附 則 

この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律(平成18年法律第50号)第121条第１項において読み替えて準用する同法

第106条第１項に定める一般法人の設立の登記のあった日(平成25年４月１日)

から実施する。 

附 則（令和2年3月10日元地競共第532号） 

この規程は、理事会の決議があった日（令和２年３月10日）から実施し、令

和２年４月１日から適用する。 

附 則（令和8年3月31日7地競共第624号） 

この規程は、令和８年４月１日から実施する。 
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様式第 1号（第３条関係） 

 

入  会  申  請  書 

 

 

  年  月  日 

 

一般財団法人地方競馬共済会理事長 殿 

 

氏名             ㊞ 

 

 

このたび一般財団法人地方競馬共済会会員規程及び一般財団法人地方競馬共

済会給付規程を了承のうえ貴共済会に入会したいので、同会員規程第３条の規

定に基づいて申請します。 

また、以下の「個人情報の取扱いについて」の内容を確認し、共済事業の適

切な運営に必要な範囲において、情報の取得・利用・提供を行うことに同意し

ます。 

 

【個人情報の取扱いについて】 
 
一般財団法人地方競馬共済会は、個人情報保護の実現のため、個人情報保護法、その他関連する法令等

を遵守いたします。 
 

１. 取得した情報は、入会手続き、給付事務、会員管理等、業務遂行に必要な範囲で利用いたします。 
２. 業務上必要な場合、あらかじめ守秘義務契約を締結した業務委託先へ情報を提供することがあります。 
３. 上記の場合および法令に基づく場合を除き、本人の同意なく第三者へ提供することはありません。 
４. 個人情報の漏えい、滅失、改ざん等を防止するため、適切な安全管理措置を講じます。 

 

フリガナ  
性 

別 

男 

女 

生 年 

月 日 
  年  月  日  

氏  名 
 

 

職  種 調教師 調教師補佐 騎手 
きゅう務員 

認 定 年 月 日 年  月  日 

所  属 競 馬 場 
認 定 番 号  

調 教 師 名  

（備考）該当する事項を〇で囲むこと。 
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様式第２号（第４条関係） 

 

会   員   証 

 

 

会員 

番号       

 

 一般財団法人地方競馬共済会の会員であることを証明する。 

 

氏  名                 

 

生年月日  昭 和 

      平 成    年  月  日 

 

入  会   年  月  日 

 

               

 

 

 

一般財団法人地方競馬共済会 
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様式第３号（第８条第４項関係） 

 

 

入会申請書記載事項変更届出書 

 

 

  年  月  日 

 

 

一般財団法人地方競馬共済会理事長 殿 

 

 

氏名          ㊞ 

 

 

下記のとおり入会申請書記載事項に変更がありましたので、一般財団法

人地方競馬共済会会員規程第８条第４項の規定に基づき提出します。 

 

 

フリガナ  

性 

別 

男 

女 

生年 

月日 
年  月  日 

氏  名  

会員証番号  
職

種 
 入会年月日 年  月  日 

変

更

事

項 

区 分 新 旧 

氏 名   

所 属 

競馬場 

認定年月日  年 月 日 

競馬場 認 定 番 号  

調教師名   

（備考） 

１．認定年月日、認定番号は厩務員のみ記入すること。 

２．氏名の変更の場合は、戸籍個人事項証明書又は戸籍全部事項証明書を添付すること。 
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様式第４号（第８条第５項関係） 

 

 

脱 会 申 請 書 

 

 

  年  月  日 

 

 

一般財団法人地方競馬共済会理事長 殿 

 

 

氏名          ㊞ 

 

 

このたび貴共済会を脱会したいので、一般財団法人地方競馬共済会会員

規程第８条第５項の規定に基づいて申請します。 

 

 

フリガナ  
性 

別 

男 

女 

生年 

月日 
年  月  日 

氏  名  

会員証番号  
職

種 
 入会年月日 年  月  日 

脱会の理由  

所  属 競馬場 調教師名  

（備考） 

脱会の理由は具体的（例えば、転職、老齢のため、病気のため等）に記入すること。 

 

 

 


